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青森県「地域医療再生計画」に関する提案書 

《上十三地域保健医療圏》 

 

１．提案主体    十和田市立中央病院 

 

２．提案内容 

 

  ①対象地域   上十三地域保健医療圏・・・（２市５町１村） 

   ・十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、東北町、六戸町、横浜町、六ヶ所村 

・自治体病院数： ５ （十和田市立中央病院、三沢市立三沢病院、公立野辺地病院、公立

七戸病院、六戸町国民健康保険病院） 

 

  ②計画期間   平成２１年度から平成２５年度 

 

  ③圏域の取組 

 

    上十三圏域は、平成１９年３月に策定した「上十三地域自治体病院機能再編計画」におい

て、各自治体病院が保有する医療機能、専門性や優位性のある診療部門について中核的

医療を行う病院として認識しあい、地域や圏域で提供される医療の質向上に努めることとし

ている。 

    当圏域における５つの自治体病院は、再編計画に示された医療機能における基本的なあ

り方、役割を認識し、その具現化に向け短期・中期的に取り組むべき病院事業を着実に実

施している。 

特に、十和田市立中央病院、三沢市立三沢病院については、新病院建設、最先端医療

の導入により、当医療圏の中核的病院としての医療機能強化・充実を進めている。 

   

  ④現状 

 

    上十三圏域は行政面積が広大で人口の集積が低いため、それぞれの地域医療に対応す

べく医療機関の必要性から医療資源が分散している。また、交通網の発達により住民の日

常生活圏が広がり、青森、八戸医療圏へ患者が流出しやすい当圏域特有の問題を有して
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いる。 

    このような中、脳卒中、がん、心筋梗塞の一般的な医療の継続的提供はもとより緊急時の

医療については、慢性的な医師不足等の中、再編計画によるそれぞれの医療体制の構築

や医療連携により一定の効果はあげているものの、地域で高まる医療ニーズに対し十分と

はいえない状況にある。 

    そのため、圏域の５自治体病院や各医療機関との機能分担・役割を明確化にし、圏域の

限られた医療資源の有効活用を図るため、自治体病院を始めとする各医療機関との診療

情報を共有できる電子カルテシステムの導入や大学病院、県立中央病院等との連携の下、

画像等の伝送による遠隔医療システムにより助言・診断等が受けることのできる総合的な

医療情報ネットワークシステムの構築による病院完結型医療から医療圏完結型医療への転

換が必要となっている。 

 

  圏域の５自治体病院の医療機能及び基本的なあり方は次のとおりである。 

    ・十和田市立中央病院・・・医療圏完結型の医療の充実、医療従事者の教育研修施設 

       病床数：379 床（一般病床：325 床、精神病床：50 床、感染症病床：4床） 

       標榜科：17 科 

    ・三沢市立三沢病院・・・がん診療連携拠点施設 

       病床数：220 床（一般病床：190 床、療養病床：30 床） 

       標榜科：17 科 

・公立野辺地病院・・・へき地医療拠点病院 

       病床数：228 床（一般病床：180 床、療養病床：48 床） 

       標榜科：14 科 

    ・公立七戸病院・・・中核的病院の後方支援病院 

       病床数：120 床（一般病床：120 床） 

       標榜科：9科 

    ・六戸国民健康保険病院・・・在宅・地域包括ケア 

       病床数：30 床（一般病床：30 床） 

       標榜科：4科 

 

  ⑤課題 

 

   （1）十和田、三沢の新病院建設により、個々の自治体病院における医療機器、電子カルテ

システムなどの医療、情報システムが整備されつつある。 
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しかし、上十三医療圏全体の医療体制は、どの病院においても医師を含めた医療従事者

の不足などにより、医療機能を十分に発揮できない状況にある。 

また、圏域内の連携体制が不十分なため、圏域の医療資源を有効活用できない状況とな

っている。 

（2）脳卒中は上十三圏域においても死亡率が高く、また社会復帰率も低いことから、予防、

急性期治療、回復期治療、在宅医療など継続性のある医療体制の整備が重要な課題と

なっている。 

しかし、圏域内での診療は十和田市立中央病院の脳神経外科だけであり、また、回復リ

ハビリテーションを担う病院もないのが現状である。 

現在、三沢市立病院と画像の配信による診療連携が行われているものの、圏域全体を

視野に入れた診療体制の整備が課題となっている。 

   （3）上十三医療圏における救急医療体制においては、すべての自治体病院が救急告示病

院となってはいるものの、圏域が広いため輪番制での休日・夜間救急対応ができず、各

自治体病院が少ない医師の日直・当直体制で一次救急と二次救急を維持している状況

である。 

このため、勤務医に対する負担も多く、さらに眼科を始めとする特殊診療科については勤

務医がいないため対応できない救急疾患も少なくない状況である。 

   （4）地域の高齢化が進み、慢性疾患や治らないがんなどを持った高齢者が増えている現状

において、看取りを伴う在宅医療の推進は、急性期病院における医師の業務負担の軽減

という視点から、そして、今後必要となる医療・介護・福祉の連携という観点からも重要な

課題となっている。 

上十三医療圏においては、現在、がんを含む地域連携パスが試行されている一方で、が

ん終末期の在宅ホスピスケアにおける地域連携体制が作られ始めている。 

しかし、圏域全体での取組が必要であるにもかかわらず、その動きはまだ遅いのが現状

であり、今後の課題となっている。 

   （5）上十三医療圏における産科医療体制は、医師不足及びＮＩＣＵなどの施設不足により崩

壊に近い状況にあるため、その体制の構築が緊急の課題となっている。 

 

  ⑥目標 

 

   （1）総合的な医療情報ネットワークの構築による自治体病院を始め各医療機関の役割の明

確化、連携の推進・・・病・病連携、病・診連携、大学等との連携強化 

   （2）脳卒中医療を当圏域内で完結できるよう、早期発見・治療のための拠点センターと回復
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期のリハビリテーション施設の整備 

   （3）医師会との連携による夜間・休日の上十三医療圏の初期救急医療の充実 

   （4）地域医療機関との連携による在宅医療を提供できるシステムの確立 

   （5）地域周産期母子医療センターの機能強化 

   （6）臨床研修指定病院の充実、勤務医の処遇改善による医療環境の整備 

 

  ⑦事業内容 

 

   （1）総合的な医療情報ネットワークの構築 

     ・自治体病院、各医療機関を始め大学病院、県立中央病院等との総合的な医療情報ネ

ットワークの構築による診療情報の共有化 

      《圏域 5つの自治体病院を始めとする各医療機関、大学病院、県立中央病院等》 

     ・医療情報ネットワークによる医療情報の共有化による圏域医療の底上げ 

     ・開業医、訪問看護ステーションとの連携強化による在宅医療の体制の確立 

 

   （2）上十三地域における脳卒中治療の推進 

     ・（仮称）上十三地域脳卒中研究センターの設置・・・十和田市立中央病院 

     ・回復期リハビリ機能に必要な施設・設備の整備・・・三沢市立三沢病院 

 

   （3）上十三地域における救急医療（初期救急医療）体制の確立 

     ・上十三圏域休日・夜間急患センターの設置 

     ・十和田市、三沢市の在宅当番医制度の充実 

   

   （4）上十三地域周産期医療体制の整備 

     ・地域周産期母子医療センター及び後方支援病院として必要な施設整備 

 

   （5）上十三地域における勤務医等の処遇の改善及び医師確保の推進 

     ・医師事務補助員としての資格取得のための支援及び雇用の確保 

     ・研修医師指定病院である十和田市立中央病院から、圏域自治体病院へ後期研修医の

派遣研修制度の確立 

     ・応援医師の確保、地域開業医との連携による勤務医の負担軽減 

     ・女性医師の離職防止及び再就職の支援（24 時間保育等の検討） 

     ・臨床研修病院としての指導態勢や研修プログラム充実など教育機能の整備 
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  ⑧必要経費                    事業費総額   2,580,000 千円 

 

   （1）総合的な医療情報ネットワークの構築・・・・・・・・・・・・《1,200,000 千円》 

      ・診療情報・画像情報センター     一式       300,000 千円 

      ・自治体病院医療情報システム    5 箇所      500,000 千円 

      ・大学病院、県立中央病院       5 箇所      200,000 千円 

      ・上十三圏域医療機関          一式       200,000 千円 

 

   （2）上十三地域における脳卒中治療の推進・・・・・・ ・・・・・・《780,000 千円》 

・上十三脳卒中センターの設置  管理運営経費    100,000 千円 

      ・回復期リハビリ施設の整備    管理運営経費    680,000 千円 

 

   （3）上十三地域における救急医療体制の確立・・・・・・・・・・・《150,000 千円》 

・圏域夜間・休日急患センターの設置  上十三医師会委託 

 

   （4）上十三地域周産期医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・《100,000 千円》 

      ・ＮＩＣＵ等の施設     施設整備一式 

 

   （5）上十三地域における勤務医等の処遇の改善・・・・・・・・・《350,000 千円》 

      ・医師事務作業補助員の資格取得、雇用確保      150,000 千円 

      ・応援医師確保のための大学への寄附講座開設    150,000 千円 

      ・後期研修医確保のための研修制度創設          50,000 千円 

 

  ⑨関係機関での合意状況 

 

   平成 21 年 6月 30 日  上十三医療圏 自治体病院事務局長会議 

   平成 21 年 7月 2 日  圏域の自治体病院から提案にかかる意見集約 

   平成 21 年 7月 9 日  圏域自治体病院事務局長へ提案書（案）を提出 

   平成 21 年 7月 10 日  圏域自治体首長、病院長提案書（案）の合意 

 

  ⑩その他参考となる資料 

 


